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第9章 事後調査の実施計画 

事後調査は、三重県環境影響評価技術指針の「第 14 事後調査の検討」に基づき、以下の事項に該

当する場合について行うものである。 

・予測の不確実性の程度が大きいもの 

・効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じようとするもの 

・環境保全措置の効果を確認するまでに時間を要し、継続的な監視が必要なもの 

・環境影響の程度が大きいものになるおそれのあるもの 

・その他必要と認められるもの 

 

施設の運営・維持管理において実施する各種測定の実施項目を考慮し、本事業の実施に伴う環境影

響に係る事後調査の必要性を検討した結果、表 9-1 に示す項目について事後調査を行うこととした。 

事後調査実施の内容は表 9-2 に示すとおりである。 
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表 9-1(1) 事後調査実施の判断結果 

環境要素 

事後調査実施の判断 

予測の不確実

性の程度が大

きいもの 

知見が不十

分な環境保

全措置 

継続的な監

視が必要な

もの 

環境影響の程

度が大きいも

のになるおそ

れもあるもの 

その他必要

と認められ

るもの 

大気質 工事の

実施 

重機及び資材の運

搬車両からの排出

ガス 

- - - - - 

資材の運搬車両及

び工事箇所からの

粉じん 

- - - - - 

供用及

び存在 

埋立地からの粉じ

ん 
- - - - - 

騒音 工事の

実施 

重機の稼働による

影響 
- - - - - 

資材の運搬車両の

走行による影響 
● - - - - 

供用及

び存在 

工作物の供用・稼

働（埋立作業）に

よる影響 

- - - - - 

振動 工事の

実施 

重機の稼働による

影響 
- - - - - 

資材の運搬車両の

走行による影響 
- - - - - 

供用及

び存在 

工作物の供用・稼

働による影響 
- - - - - 

悪臭 供用及

び存在 

工作物の供用・稼

働による影響 
- - - - - 

水質 工事の

実施 

地盤改良及び工作

物の建設に伴う濁

水の影響 

● - - - - 

土地の造成等に伴

う濁水の影響 
● - - - - 

供用及

び存在 

処理水の放流に伴

う影響 
● - ● - - 

地下水 工事の

実施 

地下水位の変化、

地下水位流動方向

の変化 

● - - - - 

コンクリート打設

工事によるアルカ

リ排水の影響 

● - - - - 

供用及

び存在 

地下水位の変化、

地下水位流動方向

の変化 

● - ● - - 

工作物の供用・稼

働に伴う地下水質

への影響 

● - ● - - 

●：事後調査を実施する項目を示す。 

- ：事後調査を実施しない項目を示す。 
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表 9-1(2) 事後調査実施の判断結果 

環境要素 

事後調査実施の判断 

予測の不確実

性の程度が大

きいもの 

知見が不十

分な環境保

全措置 

継続的な監

視が必要な

もの 

環境影響の程

度が大きいも

のになるおそ

れもあるもの 

その他必要

と認められ

るもの 

陸上 

動物 
哺乳類 

工事の実施 - - - - - 

供用及び存在 - - - - - 

鳥類 
工事の実施 - - ● - - 

供用及び存在 - -  - - 

両生類

爬虫類 

工事の実施 ● - ●  - 

供用及び存在 - -   - 

昆虫 
工事の実施 ● - ●  - 

供用及び存在 - -  - - 

クモ類 
工事の実施 - -  - - 

供用及び存在 - -  - - 

陸産 

貝類 

工事の実施 - -  - - 

供用及び存在 - -  - - 

土壌 

動物 

工事の実施 - -  - - 

供用及び存在 - -  - - 

陸上 

植物 

陸上 

植物 

工事の実施 ● - ●  - 

供用及び存在 - - - - - 

地衣類 
工事の実施 - - - - - 

供用及び存在 - - - - - 

蘚苔類 
工事の実施 - - - - - 

供用及び存在 - - - - - 

キノ 

コ類 

工事の実施 - - - - - 

供用及び存在 - - - - - 

哺乳類 
工事の実施 - - - - - 

供用及び存在 - - - - - 

水生 

生物 

淡水 

魚類 

工事の実施 ● - ●  - 

供用及び存在 - -  - - 

底生 

動物 

工事の実施 - -  - - 

供用及び存在 - -  - - 

付着 

藻類 

工事の実施 - -  - - 

供用及び存在 - -  - - 

生態系 
生態系 

工事の実施 - -  - - 

供用及び存在 - -  - - 

●：事後調査を実施する項目を示す。 

- ：事後調査を実施しない項目を示す。 
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表 9-1(3) 事後調査実施の判断結果 

環境要素 

事後調査実施の判断 

予測の不確実

性の程度が大

きいもの 

知見が不十

分な環境保

全措置 

継続的な監

視が必要な

もの 

環境影響の程

度が大きいも

のになるおそ

れもあるもの 

その他必要

と認められ

るもの 

人と自

然との

触れ合

いの活

動の場 

工事の

実施 

資材の運搬車両及

び工事用道路等の

建設による人と自

然との触れ合いの

活動の場の利用改

変の程度 

- - - - - 

供用及

び存在 

工作物の存在によ

る人と自然との触

れ合い活動の場の

利用改変の程度 

- - - - - 

景観 供用及

び存在 

造成地・工作物の

存在及び緑化等に

よる景観への影響 

- - - - - 

廃棄物

等 

工事の

実施 

樹木の伐採・処理

による廃棄物等の

発生 

- - - - - 

供用及

び存在 

計画施設の稼働に

伴う廃棄物等の発

生 

- - - - - 

温室効

果ガス

等 

工事の

実施 

重機の稼働及び資

材の運搬車両に伴

う温室効果ガスの

発生量 

- - - - - 

供用及

び存在 

計画施設の供用・

稼働（廃棄物の埋

め立て）に伴うメ

タンの排出量 

- - - - - 

- ：事後調査を実施しない項目を示す。



 

 

 

表
9
-
2
(
1
)
 
事

後
調

査
の

内
容

 

環
境
要
素
 

環
境
要
因
 

調
査
項
目
 

調
査
地
点
 

調
査
方
法
 

調
査
期
間
 

騒
音
 

工
事
の

実
施
 

資
材
の
運
搬
車
両
の

走
行
に
よ
る
影
響
 

・
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
 

・
交

通
量

（
工

事
用

車
両

を
区

分
し

て
観

測
）
 

予
測
地
点

S
V
.
5
地

点
 

「
騒

音
に

係
る

環
境

基
準

に

つ
い
て
」（

平
成

10
年
、
環
境

庁
告
示
第

64
号
）
等
に
準
拠
 

資
材

運
搬

車
両

が
最

大
と

な
る

時

期
に

1
回
、
2
4
時
間
 

水
質
 

工
事
の
 

実
施
 

地
盤
改
良
及
び
工
作

物
の
建
設
に
伴
う
濁

水
の
影
響
 

・
水
素
イ
オ
ン
濃
度
（
p
H
）
 

・
気
温
、
水
温
、
流
量
 

予
測
地
点

W1
、
W2
 

「
水

質
汚

濁
に

係
る

環
境

基

準
に
つ
い
て
」（

昭
和

46
年

1
2

月
28

日
、
環
境
庁
告
示
第

64

号
）
等
に
準
拠
 

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

工
事

期
間

中

（
1
回
/
月
）
 

土
地
の
造
成
等
に
伴

う
濁
水
の
影
響
 

・
浮
遊
物
質
量
（
S
S
）
 

・
気
温
、
水
温
、
降
水
量
、
流
量
 

仮
設
沈
砂
池
設
置
後
の

1
年
目
及

び
造
成
工
事
の
最
盛
期
に

1
回
以

上
 

供
用
及

び
存
在
 

処
理
水
の
放
流
に
伴

う
影
響
 

・
生

活
環

境
項

目
・

農
業

用
水

基
準

等

（
p
H
、
電
気
伝
導
度
、
S
S
、
BO
D、

CO
D
、
DO
、

大
腸
菌
数
、
T
-
N
、
T-
P
、
塩
化
物
イ
オ
ン
） 

・
気
温
、
水
温
、
流
量
 

供
用
開
始
後

1
年
間
ま
で

1
回
/

月
を

基
本

と
し

て
、

水
処

理
施

設

の
処

理
水

の
状

況
に

応
じ

て
適

宜

追
加
。
 

・
健
康
項
目
（
2
7
項
目
）
 

・
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
 

供
用
開
始
後

1
年
間
ま
で

4
回
/

年
を

基
本

と
し

て
、

水
処

理
施

設

の
処

理
水

の
状

況
に

応
じ

て
適

宜

追
加
。
 

地
下
水
 

工
事
の

実
施
 

地
下
水
位
の
変
化
、

地
下
水
位
流
動
方
向

の
変
化
 

・
地
下
水
位
 

・
簡
易
水
質
：
p
H
、
濁
度
、
電
気
伝
導
度
 

観
測
井
戸
：
2
箇
所
 

周
辺
民
家
：
4
箇
所

程
度
 

簡
易
水
質
計
に
よ
る
方
法
等
 

工
事
開
始
か
ら
工
事
終
了
ま
で
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設

工
事
に
よ
る
ア
ル
カ

リ
排
水
の
影
響
 

供
用
及

び
存
在
 

地
下
水
位
の
変
化
、

地
下
水
位
流
動
方
向

の
変
化
 

・
地
下
水
位
 

・
地

下
水

質
：

既
存

施
設

の
地

下
水

モ
ニ

タ
リ
ン
グ
項
目
と
同
じ
と
す
る
 

観
測
井
戸
：
2
箇
所
 

周
辺
民
家
：
4
箇
所

程
度
 

簡
易
水
質
計
に
よ
る
方
法
等
 

環
境
省
告
示
等
 

供
用
開
始
か
ら
終
了
ま
で
 

（
調

査
頻

度
は

既
存

施
設

の
地

下

水
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
頻

度
と

同
様

と

す
る
）
 

工
作
物
の
供
用
・
稼

働
に
伴
う
地
下
水
質

へ
の
影
響
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表
9
-
2
(
2
)
 
事

後
調

査
の

内
容

 

環
境
要
素
 

環
境
要
因
 

調
査
項
目
 

調
査
エ
リ
ア
・
地
点
 

調
査
方
法
 

調
査
期
間
 

鳥
類
 

(
猛

禽
類
) 

工
事
の

実
施
 

・
樹
木
の
伐
採
、
土
地

の
造
成
に
伴
う
影
響
 

・
主
に
オ
オ
タ
カ
の
生
息
・
繁
殖
状

況
 

・
上

記
以

外
に

対
象

事
業

実
施

区

域
周

辺
で

繁
殖

の
可

能
性

が
あ

る
希

少
猛

禽
類

が
確

認
さ

れ
た

場
合
に
は
調
査
対
象
と
す
る
。
 

・
対
象
事
業
実
施
区
域

及
び
そ
の
周
辺
 

・
既
知
の
オ
オ
タ
カ
白

銀
ペ

ア
営

巣
地

周

辺
も
含
む
 

・
調
査
地
点
：
3
地
点
 

・
定
点
観
察
法
 

・
「

猛
禽

類
保

護
の

進
め

方

〔
改
訂
版
〕
－
特
に
イ
ヌ

ワ
シ
、
ク
マ
タ
カ
、
オ
オ

タ
カ

に
つ

い
て

－
」

(
環

境
省
，平

成
2
4
年

1
2
月
)

に
準
拠
す
る
。
 

・
営
巣
期
：
2
～
7
月
 

・
同
左
文
献
資
料
を
参
考
に
、
調
査

期
間

は
工

事
着

工
か

ら
完

了
ま

で
の

3
年
間
を
基
本
と
す
る
。
 

両
生
類
・

爬
虫
類
 

工
事
の
 

実
施
 

・
樹
木
の
伐
採
、
土
地

の
造
成
に
伴
う
影
響
 

 

・
保
全
エ
リ
ア
に
お
け
る
両
生
類
・

爬
虫
類
の
生
息
状
況
 

・
特

に
カ

エ
ル

類
の

繁
殖

状
況

を

把
握
す
る
。
 

・
保
全
エ
リ
ア
の
谷
 

津
田
 

・
任
意
踏
査
に
よ
る
直
接
観

察
・
捕
獲
に
よ
り
生
息
・

繁
殖
状
況
を
把
握
す
る
。
 

・
カ
エ
ル
類
の
産
卵
期
：
3
～
4、

6、

7
～
8
月
（
各

1
回
）
 

・
調
査
期
間
は
、
工
事
開
始
の

1
～

3
年
目
を
基
本
と
す
る
。
 

昆
虫
類
 

工
事
の
 

実
施
 

・
樹
木
の
伐
採
、
土
地

の
造
成
に
伴
う
影
響
 

 

・
保

全
エ

リ
ア

に
お

け
る

昆
虫

類

の
生
息
状
況
 

・
特
に
止
水
域
な
ど
に
生
息
す
る

水
棲
昆
虫
類
な
ど
の
生
息
状
況

を
把
握
す
る
。
 

・
保
全
エ
リ
ア
の
谷

津
田
 

・
任
意
踏
査
に
よ
る
直
接
観

察
・
捕
獲
に
よ
り
生
息
状

況
を
把
握
す
る
。
 

・
活
動
期
：
5
、
6
～
7
、
10

月
（
各

1
回
）
 

・
調
査
期
間
は
、
工
事
開
始
の

1
～

3
年
目
を
基
本
と
す
る
。
 

 

陸
生
植
物
 

工
事
の

実
施
 

・
樹
木
の
伐
採
、
土
地

の
造
成
に
伴
う
影
響
 

・
動

物
の

生
息

基
盤

に
も

な
る

保

全
エ

リ
ア

の
植

生
変

化
を

把
握

す
る
。
 

・
保
全
エ
リ
ア
の
谷

津
田
 

・
任
意
踏
査
に
よ
り
現
存
植

生
図
作
成
、
群
落
組
成
調

査
を
実
施
し
、
植
生
変
化

の
状
況
を
把
握
す
る
。
 

・
植
物
繁
茂
期
：
7
～
9
月
（
1
回
）
 

・
調
査
期
間
は
、
工
事
開
始
の

1
～

3
年
目
を
基
本
と
す
る
。
 

・
移

植
植

物
の

そ
の

後
の

生
育

状

況
 

・
移
植
先
生
育
地
：
 

 
計

4
箇
所
 

・
任
意
観
察
に
よ
る
移
植
個

体
の

生
育

状
況

を
把

握

す
る
。
 

・
移
植
時
期
：
1
2
～
2
月
（
休
眠
期
） 

・
移
植
後
：
4～

5
、
6
※
、
7
～
8
、
1
0

月
（
活
着
期
及
び
開
花
期
）
 

 
※
1
年
目

の
み

実
施

 

・
調
査
期
間
は
、
工
事
開
始
の

1
～

3
年
目
を
基
本
と
す
る
。
 

淡
水
魚
類
 

 

工
事
の

実
施
 

・
樹
木
の
伐
採
、
土
地

の
造
成
に
伴
う
影
響
 

  

・
工

事
前

に
個

体
移

動
し

た
ホ

ト

ケ
ド
ジ
ョ
ウ
、ド

ジ
ョ
ウ
の
そ
の

後
の
生
息
状
況
の
把
握
 

・
真
盛
川
：
1
箇
所
 

・
保

全
エ

リ
ア

の
細

流
：
1
箇
所
 

 

・
タ
モ
網
を
用
い
た
任
意
採

集
に

よ
り

生
息

状
況

を

把
握
す
る
。
 

・
活
動
期
：
6
～
8
月
（
1
回
）
 

・
調
査
期
間
は
、
工
事
開
始
の

1
～

3
年
目
を
基
本
と
す
る
。
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